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○ ボランティアについて明確な定義を行うことは難しいが、一般的には「自発的な意志に基づき他人や

社会に貢献する行為」を指してボランティア活動と言われており、活動の性格として、「自主性（主体性）」、

「社会性（連帯性）」、「無償性（無給性）」等があげられる。

○ ボランティア活動を行い、実費や交通費、さらにはそれ以上の金銭を得る活動を「有償ボランティア」と

呼ぶ例もある。

○ 平成 ４年の社会福祉事業法（現 社会福祉法）の一部改正において、「国民の社会福祉に関する活動

への参加の促進を図るための措置に関する基本的な指針」の策定とともに、国及び地方公共団体がそ

のために必要な措置を講ずることを規定（第８９条）。あわせて社会福祉協議会の事業に「社会福祉に関

する活動への住民参加のための援助」を規定（第１０９条２）した。

○ 「国民の社会福祉に関する活動への参加の促進を図るための措置に関する基本的な指針」（平成５年

厚生省告示）においては、ボランティア等の福祉活動について以下を示している。

・ 活動の自主性、自発性及び創造性が最大限に尊重されなければならない。

・ 支援策が国民の自己実現や社会参加への意欲に沿い、これらに寄与するよう行われなければな

らない。

・ 公的サービスでは対応し難い福祉需要について柔軟かつ多様なサービスを提供することが期待

される。

ボランティアの概要

位置づけ



○ 社会福祉法の規定を受け、厚生労働省では平成5年4月、「国民の社会福祉に関する活動への参加の促

進を図るための措置に関する基本的な指針」を告示。7月には、中央社会福祉審議会地域福祉専門分科

会が「ボランティア活動の中長期的な振興方策について」意見具申。

○ 上記指針並びに意見具申に基づき、国民の自主性、自発性を尊重しつつ、誰でも、いつでも、気軽にボラ

ンティア活動に参加できるよう、全国ボランティア活動振興センターへの助成、「地域福祉等推進特別支援

事業」による先駆的な取り組みへの助成、ボランティア功労者に対する表彰等による社会的評価の向上

を図っている。

国の施策



現 状

○ 現在、ボランティア活動は、福祉分野のみならず「環境保全・自然保護」「伝統文化の継承や芸術の普及」
「国際的な支援活動」他、多様な分野においてその力が発揮されている。

○ また、住民互助や生活協同組合、農業協同組合等による住民参加型福祉サービス団体やＮＰＯ法人、企
業・労働組合の社会貢献活動等が活発化しており形態は多様である｡

○ 平成7年1月の阪神・淡路大震災では全国から多くのボランティアが駆けつけ、支援活動を展開し、改めて
国民のボランティア活動への関心が高まった。

○ 国民の６割が「ボランティアに積極的に参加したい」、「どちらかといえば積極的に参加したい」との調査結
果。年齢が上がるとともに参加意欲が高まる傾向。

○ ２００７年からの団塊の世代の大量退職に際して、ボランティア活動にそのパワーが期待されている。

○ 福祉分野においては、都道府県・政令指定都市及び市町村ボランティアセンターが社会福祉協議会に設
置され、ボランティア活動に関する相談、登録、斡旋、広報啓発、各種の研修を実施している。

○ 現在、全国のボランティアセンターが把握しているボランティア数は約７４０万人 （ ２５年間で約４．６倍）。
ボランティア団体数は１２万（７．７倍）、団体所属ボランティア数は７０１万人（４．５倍）、個人ボランティアは
３８万人（７．４倍）。

○ 全国のボランティアセンターが把握しているボランティア数の総人口に占める割合は６％。



○ 担い手の中心は女性、60歳以上。

○ 活動の対象は、「高齢者や介護者」「障害児・障害者やその家族」が多い。

○ 具体的な活動内容は、「交流・遊び」「話し相手」が多く、次いで、グループでは、「配食・会食サービス」「趣味：レクリレー

ション活動への支援・指導」、個人では、「身辺や外出等の直接ケア」「団体・グループの運営、イベントや事業等の企画」。

○ グループ活動の活動頻度で最も多いのは月2～3回。個人の平均月間活動時間は21.7時間で、10～20時間が最も多い。

○ 団体を立ち上げたメンバーの共通点は、ボランティア活動に関係する機関の呼びかけで集まった人達や講習等で一緒に
学んだ仲間。

○ ほとんどのボランティアが活動を通じて得たことやよかったことがあるとし、そのうち「多くの仲間ができた」が最も多い。

○ ＮＰＯ法人は、全国で約３２，６３０団体。約４割が「保健・医療又は福祉の増進を図る活動」を主な活動としている。

○ 住民参加型でホームヘルプサービス等を提供する福祉サービス団体も増加し全国で2,246団体。そのうち4割が介護保険
事業に参入。

「全国ボランティア活動者実態調査」結果
全国社会福祉協議会「全国ボランティア活動者実態調査」平成14年8月

＊厚生労働省委託

＊全国の社会福祉協議会のボランティアセンターに登録しているボラ
ンティア団体と個人を対象とした無作為抽出調査



○ 「交流・遊び」「話し相手」や「配食・会食サービ
ス」「外出・移送サービス」といった生活支援活
動が多くのボランティアによって提供されてお
り、地域の要支援者の普通の暮らしを支える
重要な役割を担っている。

○ これらの活動は、公的サービスとは異なり、提
供者と利用者の区別のない仲間関係が醸成さ
れやすい。

○ また、災害時要援護者支援等の新しい取り組
みや多様な形態の非営利活動の活発化により、
ボランティア活動の内容と担い手の裾野が広
がっている。

○ ボランティアセンターの活動内容をみると、ボラ

ンティアの募集や研修、養成など活動者支援

が前面であり、当研究会で明らかになったよう

な要支援者のニーズが十分に意識されていな

いのではないか。

○ 男性の参加が３割にとどまっているが、男性の

参加を促す取り組みが不十分ではないのか。

○ 介護保険制度導入等、福祉を取り巻く環境は

変化している一方、厚生労働省としては、平成
5年に指針を告示して以後、国民に対して明確

なメッセージを提示できていない。

成 果 課 題



○ 当研究会で特定されているような要支援者のニーズ、制度の狭間や既存施策では応えきれていない分
野のニーズとボランティアとを結びつけるような仕組みが必要ではないか。

○ また、ボランティア活動に対する国民の関心が高い中で、人々が新たに福祉のボランティア活動に参加
しやすくなるような仕組みが必要ではないか。

○ 福祉分野のボランティア活動をしたいと考える人々に対し、地域のニーズ、ボランティア活動の方法や運
営などについて情報提供や支援を行う仕組みを充実させるべきではないか。

○ これら課題を踏まえ、厚生労働省として、今日の環境の下でのボランティア活動のあり方について、国民
に対して改めてメッセージを示す必要があるのではないか。

今後の課題



参 考

○ ボランティアセンターの現状

○ ボランティアセンターの体系

○ 災害ボランティアセンターの現状

○ ボラティアの現状

○ 特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）について

○ 住民参加型在宅福祉サービス団体

○ 企業の取り組み

○ ボランティア活動への参加意識

○ ボランティア活動の推進についての関連通知

○ ボランティアに係る国の補助

○ ボランティア功労者に対する厚生労働大臣表彰

○ その他ボランティアに関する取り組み

○ 「国民の社会福祉に関する活動への参加の促進を

図るための措置に関する基本的な指針」（概要）

○ 「ボランティア活動の中長期的な振興方策について」（概要）

○ 沿革

○ 社会福祉法（抜粋）
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○ 中央、都道府県及び市区町村の各段階に組織されている社会福祉協議会にボランティアセンターを設
置。

＊ 都道府県社会福祉協議会及び市区町村社会福祉協議会に設置されているボランティアセンターが、

活動希望者と利用希望者の橋渡しを行う情報センターの機能を果たしている。

○ 平成５年「国民の社会福祉に関する活動への参加の促進を図るための措置に関する基本的な指針」を
受け、 全国社会福祉協議会が「ボランティア活動推進7ヵ年プラン構想」を策定。

○ 平成１３年「第２次ボランティア・市民活動推進5ヵ年プラン」及び「社協ボランティア・市民活動センター強

化・発展の指針」において、社協ボランティアセンターの名称を「ボランティア・市民活動センター」等とし、
いわゆるボランティア活動だけでなく、幅広くＮＰＯも含めた市民活動、当事者活動などとの協働・支援を
進め、地域におけるボランティア・市民活動の中心的な推進機関となることを目標とした。

ボランティアセンターの現状

「第２次ボランティア・市民活動推進5ヵ年プラン」（平成13年）の

重点課題

①市民の主体的な力量形成

②身近で、楽しく、力強い活動とイメージづくり

③協働促進のためのルールと仕組みづくり

④社会貢献マーケットの形成

「ボランティア活動推進7ヵ年プラン構想について」（平成5年）の

重点課題

① 誰でも、いつでも、どこでも、気軽に活動できる環境・機会づくり

② ボランティア活動への世論形成、活動を支援する体制づくり

③ 推進拠点としてのボランティアセンターづくり



全社協・全国ボランティア活動

振興センター

（正副所長含む職員＝５．５人）

都道府県・指定都市社協ボラン

ティアセンター

（設置率100％、所長を含む職員

＝1社協平均5.7人）

市区町村社協ボランティアセンター

（設置率9４％、所長を含む職員＝

1社協平均２人）

○ 全国的な広報・啓発、情
提供

○ 全国段階の活動推進団体
等との連携・協働

○ 全国段階の活動者、リー
ダーの養成・研修・連絡会議

○ 都道府県・指定都市セン
ターの支援（研修、情報提
供） 等

○住民への広報・啓発、情報提供
○ボランティア活動のコーディネート

（相談、登録、受給調整）
○ 福祉教育プログラムの実施
○ ボランティア入門講座、講習会・

連絡会議
○ プログラムの開発、活動の場の

提供
○ ボランティア団体の育成・支援

等

＜ボランティアセンターの体系＞

○ 県域的な広報・啓発、情報提
供

○ 県域的な活動推進団体等と
の連携・協働

○ 県域段階の活動者、リーダー
の養成・研修・連絡会議

○ 市町村センターの支援（研修、
情報提供） 等

全国的な広報、活動者養成、
都道府県・指定都市センター
の支援

県域的な広報、活動者養成、
市町村センターの支援

住民への広報、ボランティアの
養成、相談、コーディネート



災害ボランティアセンターの現状

○ 災害ボランティアセンターは、豪雨や台風、地震等天災の被害が甚大で、地域住民の自助のみでは復興がままならず

ボランティアの 助けが必要と考えられるときに、主として当該都道府県社協や当該市町村社協に設置される。

○ 災害ボランティアセンターの主な業務は、災害ボランティアの募集、派遣、調整のコーディネート業務や、災害ボラン

ティア活動に必要な資機材の調達管理、資金の調達管理等。

19,3882県社協内（長野県、鹿児島県）で災害ボランティア本部を

設置

4県（長野県、島根県、鹿児島県、宮崎県）の14市町に災害

ボランティアセンターを設置

死者行方不明32、重傷11、住宅全壊300、住宅半
壊1,258、床上浸水2,212、床下浸水8,427

梅雨前線大雨災害

27,087
（11月2日時点）

県社協内に「県災害救援ボランティア本部」設置新潟県の1
市1村（計３箇所）に災害ボランティアセンター設置

死者11、重傷186、住宅全壊1086、住宅半壊3,790、
一部損壊34,469

新潟県中越沖地震

（19年7月16日）

16,103

15,800以上

83,770

56,020

60,208

ボランティア数

県社協内に「県災害救援ボランティア本部」設置
石川県の1市1町（計３箇所）に災害ボランティアセンター設
置

5県社協内（宮崎県、山口県、鹿児島県、高知県、広島県）
に「災害ボランティア本部」を設置

5県13市町に災害ボランティアセンターを設置

県社協内に「県災害救援ボランティア本部」設置。県内13市
町村に災害ボランティアセンター設置

５府県社協内（岐阜県、京都府、兵庫県、岡山県、香川県）
に「災害ボランティア本部」を設置。9府県46市町に災害ボラ
ンティアセンター設置

県社協内に県災害救援ボランティア本部設置。県内5市町
に災害ボランティアセンター設置

ボランティアセンターの設置

死者1、重傷72、住宅全壊638、住宅半壊1,563、一
部損壊13,556

死者行方不明29、重傷45、住宅全壊1,178、住宅半
壊3,692、床上浸水7,156、床下浸水13,580

死者46、重傷631、住宅全壊2,824、住宅半壊
12,832

死者95、重傷121、住宅全壊893、住宅半壊7,764、
床上浸水14,330、床下浸水41,228

死者5、負傷17、住宅全壊69、住宅半壊140、床上
浸水4,330、床下浸水9,842

被害状況

石川県能登半島地震

（19年3月25日）

台風14号豪雨災害（平成
17年9月4～8日）

新潟中越地震

（平成16年10月23日）

台風23号豪雨災害

（平成16年10月20日）

福井豪雨災害

（平成16年7月18日）

名称・時期

＜近年の主な災害とボランティア数＞

全国社会福祉協議会調べより作成
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○ 全国の社会福祉協議会によるボランティアの把握総数は、昭和５５年の調査開始から年々増加し、平成１７年４月現在
約７４０万人（ 約４．６倍）。

・ ボランティア団体数は１２万団体（７．７倍）、団体所属ボランティア数は７０１万人（４．５倍）、個人ボランティアは

３８万人（７．４倍）

ボランティア数の推移

２００５年ボランティア活動年報(平成１８年１２月)より作成

ボランティアの現状

（注）＊ボランティア団体とは、ボランティア活動を主目的としている団体と主目的にはしていないが活動の一環としてボランティア活動をしている団体。
＊個人ボランティアとは、団体に所属せずボランティアセンター等に登録して活動する個人。
＊単発的な行事等での参加者は含まない。
＊平成１７年度は合併による集約業務の困難や名寄せの影響がありボランティア把握数減少。



無回答
0.3%

○ 個人では、女性が7割、男性が3割。半数が60歳以上。
○ グループ活動の主なメンバーは、6割の団体で子どもの手が離れた主婦と60歳以上の女性。

性別、年齢
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＊厚生労働省委託

グループ活動の主なメンバー個人ボランティア

＜性別＞

女性
７２．７％

男性
２７．１％

６０代以上
５１．７％

＜年齢＞

５０代
２７．６％

４０代
１０．２％ ３０代

５．１％ ２０代
４．８％

１０代
０．３％

5.6%

14.7%

5.3%

7.1%

11.3%

11.4%

21.6%

22.7%

25.7%

56.8%

58.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

無回答

その他

４０代の働いている男性

学生

２０～３０代の社会人

５０代～定年前後の働いている男性

子育て中の主婦

４０～５０代のフルタイムで働いている女性

６０代以上の男性

６０代以上の女性

子どもの手が離れた主婦

複数回答



○ 主な対象は「高齢者や介護者」「障害児・障害者やその家族」であり、活動内容では、「人に対して直接サービスを提
供」「人との交流」が多い。

活動内容
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